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審査技術概要シート

本概要シートは、土木・建築関係団体により設立された「建設技術審査証明協議会」の会員として、一般財団法人 日本建築センター（BCJ）が実施した「建設技術審

査証明事業（建築技術）」の結果を広く紹介する目的で作成したものです。

［審査証明番号／有効期限］ BCJ-審査証明-206／2028 年 7 月 28 日

［技術の名称］ 吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術

「Ｎウェット封じ込め工法」

［依頼者（審査証明取得者）］ 株式会社 ニチアスセムクリート

［技術概要］

本技術は建築物の梁、柱、壁等に施工されてい

る、石綿含有湿式吹付けロックウールに対して石

綿粉じんの飛散防止を十分に考慮し、かつ関係法

令に則って安全に封じ込める工法である。

［開発の趣旨］

既存の建築物に施工された吹付け石綿の封じ

込めに際し、処理中及び処理後の石綿の飛散を防

止する工法を確立し、その普及を図る。

［開発目標および審査証明結果］

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目

標に照らして審査した結果は、以下のとおりであ

る。

(1) 建築基準法第３７条第二号の規定に基づく

国土交通大臣の認定を取得した石綿飛散防止

剤を使用して石綿含有湿式吹付けロックウー

ルを封じ込めることにより、石綿含有湿式吹付

けロックウールから石綿繊維の飛散を防止し、

既存の建築物利用者の安全を確保できるもの

と判断される。なお、封じ込め処理後もキズ等

がつき易い状況にある湿式吹付けロックウー

ルに対し、目視で劣化状況等を確認できる封じ

込め処理工法を確立できるものと判断される。

(2) 封じ込め工事に際し、作業区域に隣接する部

分の空気１リットル中の繊維状粒子（石綿繊維

を含む）の本数をおよそ 10 本以下とすること

により、汚染を抑制することができるものと判

断される。

(3) 封じ込め工事終了後に、作業場所における空

気１リットル中の繊維状粒子（石綿繊維を含む）

の本数をおよそ 10 本以下とすることにより、

建築物利用者の安全を確保できるものと判断

される。

(4) 封じ込め工事中の作業者は、関連法規等に則

って作業を行う等のほか、施工中に発生のおそ

れがある事故を想定して、その対策を講ずるこ

とにより、安全を確保できるものと判断される。

［本技術の問合わせ先］

企業名／株式会社ニチアスセムクリート

部署名／東日本営業部 営業一課

担当者名／清水 英雄

TEL／０３－４４１３－１２３２

FAX／０３－３５５２－６１８３

国家検定防じんマスク

国家検定防じんマスク

補修材及び手工具

測定機器類

完  了

集じん・排気装置及びｾｷｭﾘﾃｨー ｿ゙ ﾝーの撤去

清掃 防じんマスクの着用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き真空掃除機

作業後

隔離ｼｰﾄ撤去後の繊維状粒子

（石綿繊維を含む）

濃度測定（任意）

検査

壁面等負圧隔離養生シートの撤去、搬出 測定機器類

廃棄物等の処理 足場の解体、清掃後の搬出 プラスチック袋

又は密閉容器等
床養生シートの撤去、搬出

粉じん固化材設定使用量の確認

清掃 モップ・ウェス等及び

HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き真空掃除機

施 工 確 認

作業後

隔離ｼｰﾄ撤去前の繊維

状粒子

（石綿繊維を含む）

  濃度測定

負圧隔離養生シート面に
粉じん飛散防止処理剤の吹付け

既存石綿含有吹付け材の損傷部分の補修

試験吹き

作業中の繊維状粒子

(石綿繊維を含む）

濃度測定

粉じん固化材の吹付け

測定機器類

吹付け機械の設置と粉じん固化剤の準備・調合 固化剤及び吹付け装置

集じん・排気装置の設置・稼動

作業開始後,集じん・排気装置の漏えい

がない事の確認

HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き

集じん・排気装置

ｽﾓｰｸﾃｽﾀｰ等

保護衣・呼吸用保護具の着用 保護衣

配管・固定機器等の養生

足場の組立て 足場材料

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝの組立・設置 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付きｴｱｼｬﾜｰ

前室・洗身室・更衣室 及び付属備品類

事前の清掃 防じんマスクの着用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き真空掃除機

作業区域の負圧隔離養生 プラスチックシート等

床・壁等の負圧隔離養生 養生用機材

管理 測定機器

看板等の表示

立入禁止 喫煙・飲食禁止 石綿取扱注意事項 掲示板・表示板 別
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備品類や設備の移動

封じ込め工事事前診断
（封じ込め工事可否の診断）

封じ込め工事計画

封 じ 込 め 工 事

作業前の繊維状粒子

(石綿繊維を含む）

濃度測定

事前準備・搬入

工程別使用資機材

・作業区域内

・ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ出入口
・集じん・排気装置の排気口

・作業区域内(任意測定）

【凡例】
①全面型取替え式電動ファン付呼吸用保護具

（PL3・PS3）
②半面形取替え式防じんマスク（RL3・RS3）

は、任意の測定とする。
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